
報道機関配付資料 安城市 

件名 石川県志賀町への職員派遣について  

令和６年５月１日 

令和６年能登半島地震の被災地を支援するため下記の職員を

派遣します。 

※総務省は志賀町への支援団体を愛知県に決定。愛知県に対し、

被災した住家の被害認定業務を行う人員が不足するため、愛知

県の市町村職員を派遣してほしいとの要請があった。これを受

け、愛知県から本市へ職員派遣要請があったもの。  

記 

日 時  令和６年５月５日（日）～１２日（日）８日間 

派遣先 志賀町役場（石川県羽咋郡志賀町） 

業 務  住家の被害認定業務 

（県内自治体からの派遣職員等２～３人１班での現地調査） 

         派遣者  総務部資産税課 職員１名

  （本件において２回目の派遣） 

問い合わせ 安城市役所 人事課

電話（直通） ０５６６－７１－２２０３ 


